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１ 犯罪の発生状況

1

（件数）

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

刑法犯認知件数の推移

千葉県 全国

（県の件数） （全国の件数）

令和５年令和４年令和３年令和２年令和元年

37,53832,72832,63834,68541,793千葉県

703,351601,331568,104614,231748,559全国

6位７位6位6位５位全国順位
（ワースト順位）

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

千葉県内の重要犯罪認知件数の推移
殺人 強盗 放火 不同意性交等※ 略取誘拐・

人身売買
不同意わいせつ※

（件数）
令和５年令和４年令和３年令和２年令和元年

4447495347殺人

8063699884強盗

3726272125放火

10763637170不同意
性交等※

177141213略取誘拐・
人身売買

256242206207261不同意
わいせつ※

※令和５年７月 12 日以前は強制性交等及び強制わいせつ



２ 相談状況
（１）犯罪被害全般について

①県警における警察相談の受理件数

②（公社）千葉犯罪被害者支援センター（CVS）における犯罪被害の相談件数
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（件数）

（件数）

115,332

103,381
110,679

118,484

135,687

100,000

115,000

130,000

145,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（件数）

令和５年令和４年令和３年令和２年令和元年

135,687118,484110,679103,381115,332

366 290 249 153 162

183 181 200 431 415

942
1,412 1,563 1,415 1,418

284

366 374 382 407
236

218
253 281 153

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

殺人 暴行・傷害 性犯罪 交通事故 その他（件数）

令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度令和元年度

162153249290366殺人

415431200181183暴行・傷害

1,4181,4151,5631,412942性犯罪

407382374366284交通事故

153281253218236その他

2,5552,6622,6392,4672,011計



２ 相談状況
（２）性犯罪被害について
①性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおける相談件数

②県警における性犯罪被害相談電話（＃８１０３）の受理件数
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ハートさん

（件数）

（件数）

4,305
5,798 6,653 6,969 6,080

1,149
1,264

1,157 1,583
1,602

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

(件数) 電話相談 面接相談

令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度令和元年度

6,0806,9696,6535,7984,305電話相談

1,6021,5831,1571,2641,149面接相談

7,6828,5527,8107,0625,454計
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353291226208233



３ 計画に係る重点課題の実施状況

①事件直後から生活が一変する犯罪被害者等に対する迅速な支援の実施

◇主な施策の実施状況

重点的な取組重点課題

犯罪被害者等に対する支援の充実及び犯罪被害者支援コーディネー
ターを中心とした、国・市町村・民間支援団体・弁護士会等の関係
機関との連携の強化

事件直後から生活が一変する犯罪被害者等に対する
迅速な支援の実施

犯罪被害者等が事件直後から抱える様々な負担に対する支援の充実
に努めます。

また、「犯罪被害者支援コーディネーター」の役割の充実など
により、関係機関との連携を強化し、必要な支援につなげるよう、
努めます。

犯罪被害者等の状況に応じた支援を行うためには、
県が実施する取組の充実に加え、国・市町村・民間
支援団体・弁護士会等がそれぞれ実施する取組を
つなげることが必要です。

➣千葉県犯罪被害者等見舞金の支給
・遺族見舞金 ３０万円（支給実績： ９件）
・重傷病見舞金 １０万円（支給実績：１２件）

（合計：３８０万円）

➣弁護士による無料法律相談（実績：２５件）

➣犯罪被害者支援コーディネーター３名の配置
・役割：関係機関との連携強化

市町村における総合的対応窓口の機能強化
に向けた支援
無料法律相談の実施に係る調整
見舞金の支給に係る相談、申請受付

➣見 舞金 制 度 、無 料 法 律 相談 に 係 る案 内 チ ラ シ 、
県ホームページについて、親族間犯罪に係る表記等
を工夫した。
➣無料弁護士相談の実績は、令和４年度からは増加

したが、県内の刑法犯認知件数からみると、利用
件数が少なく、さらなる周知が必要。
➣犯罪被害者支援コーディネーター３名の配置を維持

し、関係機関との連携を強化した。

➣見舞金制度の着実な運用
➣無料弁護士相談の周知の強化
➣コーディネーターの役割に係る充実・強化の継続

令和５年度の成果・課題令和５年度の実施内容

令和６年度以降の取り組むべき施策
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３ 計画に係る重点課題の実施状況

②県内のどの市町村に住んでいても同様に受けられる犯罪被害者等支援の実施

◇主な施策の実施状況

➣市町村担当課長会議・相談担当者向け研修の実施
会議：５月１７日（ZOOM開催）

参加市町村４１団体 ※出席率約８割
研修：５月２３日（県警本部８階会議室）

参加市町村２５団体 ※出席率約５割

➣犯罪被害者支援コーディネーターと県職員による
市町村訪問 ２３団体

➣県内市町村の特化条例の制定
１２団体（令和６年４月１日現在）

重点的な取組重点課題

市町村に対する情報提供等の支援の充実
県内のどの市町村に住んでいても同様に受けられる犯罪
被害者等支援の実施

市町村に対して犯罪被害者等支援に取り組むための情報
提供や人材育成等の支援の充実に努めます。

犯罪被害者等が県内のどの市町村に住んでいても同様
の支援を受けられることが求められています。そのため
には、様々な県民向けのサービスや窓口を持つ市町村の
役割が重要です。

➣会議・研修の内容、開催方法の工夫
➣市町村訪問等による情報提供等の支援強化

➣会議・研修に出席した市町村の出席率は、令和
４年度より１割程度改善した。研修会は、市町
村職員と警察署職員との合同開催とした。
➣特化条例制定済や制定を検討している団体を

中心に市町村訪問を実施し、情報提供・収集、
連携強化を図った。

令和５年度の実施内容 令和５年度の成果・課題

令和６年度以降の取り組むべき施策
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３ 計画に係る重点課題の実施状況

③民間支援団体による安定的な犯罪被害者等支援の実施

◇主な施策の実施状況

➣犯罪被害者支援員養成講座の実施
・入門編（公開講座）８５名

千葉会場 7/16：２８名、7/23：３１名
船橋会場 7/30：２６名、

・初級編 9/5 10/10（6日間）２５名

➣ワンストップ支援センター支援員に対する研修
（CVSにて実施）
・性暴力被害者支援ワンストップ・センターの

現状と展望 ちさとの活動経験から（10/17）
・弁護士としての被害者支援、代理受傷対応の

方法など（3/8）

➣県警被害者支援要員や捜査に従事する警察職員を
対象とし、代理受傷研修を実施

重点的な取組重点課題

犯罪被害者等支援に従事する人材の確保・育成、受傷対策民間支援団体による安定的な犯罪被害者等支援の実施

犯罪被害者等支援に従事する人材の確保・育成に向けて、
民間支援団体と連携し、「支援員養成講座」等の実施について
工夫します。

また、支援従事者の代理受傷を防止するため、カウンセ
リングなどの充実に努めます。

民間支援団体において、犯罪被害者等支援に従事する
人材の確保・定着が重要ですが、後継者の育成が課題と
なっています。

また、支援従事者が支援に従事することにより犯罪被害
者等と同様の心理的外傷を受ける、いわゆる代理受傷の
可能性があります。

➣新型コロナ感染症の５類移行を受け、養成講座・
入門編、初級編の受講者の増加を図った。
（前年比：入門編＋３６名、初級編＋１０名）

➣県警やワンストップ支援センターにおいて、支援
従事者を対象に、代理受傷防止に関する研修を
含む支援研修を実施した。

➣養成講座の定員数の見直し及び講座内容の充実
（初級編の実施日数を１日増）
➣警察及び民間支援団体における支援従事者の研修、

代理受傷防止対策の実施

令和５年度の実施内容 令和５年度の成果・課題

令和６年度以降の取り組むべき施策
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３ 計画に係る重点課題の実施状況

④大規模な事件・事故が発生した際の支援の実施

◇主な施策の実施状況

➣「犯罪による被害者等に対する支援部会」（構成員
２９団体、1/22）において、「大規模被害者支援事案
発生時の緊急支援体制」の事務局案を説明した。
【内容】

・緊急支援体制の必要性
・緊急支援体制（案）の提示

関係機関を初期対応を行う「ファースト
チーム」、必要に応じ支援を開始する
「セカンドチーム」に分類

・支援の流れ、支援事例の紹介

➣構成員の意見については、アンケート調査を実施し、
賛同を得られた。

重点的な取組重点課題

緊急支援体制の整備大規模な事件・事故が発生した際の支援の実施

各関係機関の役割分担や情報共有に関することなど、緊急時
の総合的な体制整備を図ります。

大規模な事件・事故が発生した場合、県警のみならず、
行政、病院、弁護士会、検察庁等と連携して、犯罪被害者
等の支援のための総合的な体制を構築する必要があります。

➣緊急支援体制について、関係機関の位置づけや
連携のあり方、それぞれの立場における役割に
について確認し、犯罪被害者等支援体制の強化を
図った。

➣緊急支援体制構築に向けた取組の具体化

令和５年度の実施内容 令和５年度の成果・課題

令和６年度以降の取り組むべき施策
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３ 計画に係る重点課題の実施状況

⑤性犯罪・性暴力被害の潜在化防止・手厚い支援の実施

◇主な施策の実施状況

➣ワンストップ支援センターへの事業費助成
令和5年度：予算額28,513千円、決算額22,731千円

（令和４年度：予算額26,414千円、決算額22,358千円）

➣広報・啓発
・啓発物の作製・配布

リーフレット13,000部、マスクケース7,000個、
絆創膏・綿棒・あぶらとり紙セット4,000個

・高校生向け出前講座の開催（３校、1,883名受講）
・啓発期間（若年層の性暴力被害予防月間、女性に

対する暴力をなくす運動）におけるキャンペーン

➣千葉県性犯罪・性暴力被害者支援協議会等の開催
協議会（2/29）、ケース会議（12/8、2/29）
医療従事者連絡会（2/27）

重点的な取組重点課題

性犯罪・性暴力被害者に対する支援の強化性犯罪・性暴力被害の潜在化防止・手厚い支援の実施

相談窓口に関する広報啓発について検討するとともに、
女性だけではなく、外国人・障害者・男性・セクシャル
マイノリティなど誰もが相談しやすい体制整備に努めます。

性犯罪・性暴力被害については、誰にも相談できずに
潜在化することも考えられるため、県警やワンストップ
支援センターにおける相談窓口の周知や支援について強化
する必要があります。

令和５年度の実施内容
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➣相談窓口の更なる周知を図る必要がある。
➣ワンストップ支援センターにおける夜間の

電 話 相 談 に 対 し 、 時 間 外 相 談 対 応 手 当 の
支援を開始した。
➣ＡＶ出演被害防止・救済法に係る被害者の

法律相談の体制を整えた。
➣医 療 支 援 に 協 力 い た だ く 連 携 医 療 機 関 が

３機関増加し、合計１３機関となった。

➣支援員に係る人件費の増
➣妊娠中絶に係る医療支援の充実
➣出前講座に係る開催回数等の増

令和５年度の成果・課題

令和６年度以降の取り組むべき施策



３ 計画に係る重点課題の実施状況

⑥犯罪被害者等支援に関する効果的な広報・啓発の実施

◇主な施策の実施状況

➣相談機関の周知に係る啓発物作製・配布
リーフレット15,000部・ポスター1,100部

➣「犯罪被害者週間」啓発キャンペーン等の実施
・「千葉県民のつどい」の開催 11月26日

参加者：170名（千葉市生涯学習センター）
・生命のメッセージ展の実施（11/20～11/26）

きぼーる、四街道市役所、千葉県庁、
つどい会場

・街頭キャンペーン
千葉そごう、千葉運転免許センター

重点的な取組重点課題

ＳＮＳ等のツールを使った新たな広報啓発の検討犯罪被害者等支援に関する効果的な広報・啓発の実施

こ れ ま で 実 施 し て き て い る 犯 罪 被 害 者 週 間 の 行 事 や
ポスター・リーフレットの作成等に加えて、幅広い層にも
見てもらえるよう、ＳＮＳ等も活用し、効果的な広報啓発に
ついて検討します。

県政世論調査の結果にもあるように、犯罪被害者等
支援は未だ県民に浸透しておらず、上記①～⑤の施策の
実施にあたり、犯罪被害者等に対する県民の理解・関心
を深め、犯罪被害者等を社会全体で支えていく意識を
一層醸成する必要があります。

➣リーフレット、ポスターの送付先に、県内の大学
等を追加し、周知の強化を図った。
➣新型コロナ感染症の５類移行を受け、犯罪被害者

週 間 に お け る 集 中 的 な 広 報 啓 発 を 多 方 面 に 展 開
した。

➣「 犯 罪 被 害 者 週 間 」 啓 発 キ ャ ン ペ ー ン の 効 果 的
な実施（開催地域の拡大、広報啓発方法の工夫）

令和５年度の実施内容 令和５年度の成果・課題

令和６年度以降の取り組むべき施策
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